
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 有 期 雇 用 教 職 員 就 業 規 則 新 旧 対 照 表 

改    正    前 改    正    後 

 （前 略） 

（超過勤務手当、休日給、夜勤手当等） 

第３０条 有期雇用教職員には、給与規程第２３条

に定める教職員の例に準じて超過勤務手当を支給

する。ただし、第４３条第２項の規定の適用を受け

る医員の別表第６休日欄に定める１週間に３日の

休日のうち１日における超過勤務及び別表第６の

２休日欄に定める１２日の休日のうち４日におけ

る超過勤務については、同条第１項に規定する有

期雇用教職員の所定勤務時間内におけるものに限

り、勤務１時間につき、その者に支給される日給額

を７．７５で除して得た額を支給し、給与規程第２

３条第３号に規定する勤務の算出の基礎には含め

ないものとする。 

 

 

２～６ （略） 

 （中 略） 

（所定勤務時間） 

第４３条 有期雇用教職員の所定勤務時間は、１週

間（日曜日から土曜日までとする。以下同じ。）に

つき３８時間４５分、１日につき７時間４５分と

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、医員の所定勤務時間

は、１週間につき３１時間、１日につき７時間４５

分とすることができる。 

（中 略） 

（１箇月単位の変形労働時間制） 

第５２条の２ 別表第６の２の有期雇用教職員につ

いては、同表の定めるところにより、１箇月以内の

一定期間を平均し１週間の勤務時間が３８時間４

５分（第４３条第２項の規定の適用を受ける医員

にあっては３１時間）を超えない範囲において、勤

務時間、休憩時間及び休日を別に割り振ることが

ある。 

（年次休暇） 

第５３条 有期雇用教職員の有給の年次休暇は、一

の事業年度ごとにおける休暇とし、次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める日数を付与す

る。 

(1) 新たに雇用された場合 その事業年度の雇用

月に応じ、別表第８に定める日数 

(2) 前事業年度から引き続き雇用されている場合 

雇用の日から起算した継続勤務期間に応じ、別

表第９に定める日数（前年度の全勤務日の８割

以上出勤した場合に限る。） 

 （中 略） 

 

 

 

（超過勤務手当、休日給、夜勤手当等） 

第３０条 有期雇用教職員には、給与規程第２３条

に定める教職員の例に準じて超過勤務手当を支給

する。ただし、第４３条第２項の規定の適用を受け

る医員の別表第６休日欄に定める１週間に３日の

休日のうち１日における超過勤務及び１週間に４

日の休日のうち２日における超過勤務並びに別表

第６の２休日欄に定める１２日の休日のうち４日

における超過勤務及び１６日の休日のうち８日に

おける超過勤務については、同条第１項に規定す

る有期雇用教職員の所定勤務時間内におけるもの

に限り、勤務１時間につき、その者に支給される日

給額を７．７５で除して得た額を支給し、給与規程

第２３条第３号に規定する勤務の算出の基礎には

含めないものとする。 

２～６ （同 左） 

 

（所定勤務時間） 

第４３条 （同 左） 

 

 

 

２ 前項の規定にかかわらず、医員の所定勤務時間

は、１週間につき３１時間又は２３時間１５分、１

日につき７時間４５分とすることができる。 

 

（１箇月単位の変形労働時間制） 

第５２条の２ 別表第６の２の有期雇用教職員につ

いては、同表の定めるところにより、１箇月以内の

一定期間を平均し１週間の勤務時間が３８時間４

５分（第４３条第２項の規定の適用を受ける医員

にあっては３１時間又は２３時間１５分）を超え

ない範囲において、勤務時間、休憩時間及び休日を

別に割り振ることがある。 

（年次休暇） 

第５３条 

 

 

 

(1) 

  

(2) 

 

 

  

  

 

 

（同 左） 



改    正    前 改    正    後 

（年次休暇以外の休暇） 

第５４条 次の各号に掲げる場合には、有期雇用教

職員（第７号及び第１０号に掲げる場合にあって

は、６月以上の契約期間が定められている者又は

６月以上継続勤務している者に、第１７号に掲げ

る場合にあっては、無期雇用教職員に限る。ただ

し、第２１号及び第２２号の休暇を取得できる有

期雇用教職員の制限については、育児休業、介護

休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関

する法律（平成３年法律第７６号。以下「育児・介

護休業法」という。）第１６条の３第２項及び第１

６条の６第２項の規定において準用する第６条第

１項ただし書による労使協定がある場合に限る。）

に対して当該各号に掲げる期間の有給の休暇を与

えるものとする。 

(1)～(6) （略） 

(7) 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維

持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しな

いことが相当であると認められる場合 一の事

業年度の６月から１２月までの期間における、

休日及び前条第４項の規定による年次休暇を取

得する日を除いて原則として連続する３日の範

囲内の期間 

 

 

 

 

 (8)～(9) （略） 

(10) 負傷又は疾病のため療養する必要があり、そ

の勤務しないことがやむを得ないと認められる

場合（第１９号及び第２０号に掲げる場合を除

く。） 一の事業年度において１０日の範囲内

の期間 

 

 

 

 

 (11)～(15) （略） 

(16) 有期雇用教職員が、ワークライフバランス及

び業務の生産性の向上を図るため、勤務しない

ことが相当であると認められるとき 一の事業

年度において３日の範囲内の期間 

 

(17)～(24) （略） 

(25) 有期雇用教職員が自発的に、かつ、報酬を得

ないで次に掲げる社会に貢献する活動（専ら親

族に対する支援となる活動を除く。）を行う場

合で、その勤務しないことが相当であると認め

（年次休暇以外の休暇） 

第５４条  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)～(6) 

(7) 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維

持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しな

いことが相当であると認められる場合 その者

の１週間の勤務日の日数に応じ、一の事業年度

の６月から１２月までの期間において、次の表

の日数の項に掲げる、休日及び前条第４項の規

定による年次休暇を取得する日を除いて原則と

して連続する日数の範囲内の期間 

１週間の勤

務日の日数 

５日又は４

日 

３日 

日数 ３日 １日 

(8)～(9) （同 左） 

(10) 負傷又は疾病のため療養する必要があり、そ

の勤務しないことがやむを得ないと認められる

場合（第１９号及び第２０号に掲げる場合を除

く。） その者の１週間の勤務日の日数に応じ、

一の事業年度において次の表の日数欄に掲げる

日数の範囲内の期間 

１週間の勤

務日の日数 

５日又は４

日 

３日 

日数 １０日 ５日 

 (11)～(15) （同 左） 

(16) 有期雇用教職員が、ワークライフバランス及

び業務の生産性の向上を図るため、勤務しない

ことが相当であると認められるとき 一の事業

年度において第７号の表の日数の項に掲げる日

数の範囲内の期間 

(17)～(24) （同 左） 

(25) （同 左） 

 

 

 

（同 左） 



改    正    前 改    正    後 

られるとき その者の１週間の勤務日の日数に

応じ、一の事業年度において次の表の日数欄に

掲げる日数の範囲内の期間 

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害

が発生した被災地又はその周辺の地域におけ

る生活関連物資の配布その他の被災者を支援

する活動 

イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームそ

の他の主として身体上若しくは精神上の障害

がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかっ

た者に対して必要な措置を講ずることを目的

とする施設における活動 

ウ 身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病

により常態として日常生活を営むのに支障が

ある者の介護その他の日常生活を支援する活

動 

１週間の勤務日の日数 ５日 ４日 

日数 ５日 ４日 

２・３ （略） 

 （後 略） 

 

 

 

別表第１～５ （略） 

別表第６ 

有期雇用教職

員の区分 

休日 始業及び終業

の時刻 

休憩時間 

    

医学部附属病

院に勤務する

医員及び医員

（研修医）のう

ち、医学部附属

病院長が指定

する者 

１週間

に２日

又は３

日 

午前８時３０

分から午後５

時まで 

正午から午後

０時４５分ま

で 

午前８時３０

分から午後５

時１５分まで 

正午から午後

１時まで 

午後４時から

翌日午前０時

３０分まで 

午後８時から

午後８時４５

分まで 

午後４時から

翌日午前０時

４５分まで 

午後８時から

午後９時まで 

午前０時から

午前８時３０

分まで 

午前４時から

午前４時４５

分まで 

午前０時から

午前８時４５

分まで 

午前４時から

午前５時まで 

    

 

 

 

 

ア  

 

 

 

イ 

 

 

 

 

ウ 

 

 

 

１週間の勤務日の日数 ５日又は４日 ３日 

日数 ５日 ３日 

２・３ （同 左） 

 

   附 則（令和７年達示第６８号） 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表第１～５ （同 左） 

別表第６ 

有期雇用教職

員の区分 

休日 始業及び終業

の時刻 

休憩時間 

    

（同 左） １週間

に ２

日、３

日又は

４日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

（同 左） 

（略） （同 左） 

（同 左） 

（略） （同 左） 



改    正    前 改    正    後 

 

 

別表第６の２ 

有期雇用

教職員の

区分 

割り

振り 

単位

期間 

休日 始業及び

終業の時

刻 

休憩時間 備考 

医学部附

属病院総

合周産期

母子医療

センター

に勤務す

る医員の

うち、医

学部附属

病院長が

指定する

者 

４ 週

間 

医学部

附属病

院長が

指定す

る８の

１日勤

務日 

午前８時

３０分か

ら午後５

時１５分

まで 

正午から

午後１時

まで 

 

午後４時

３０分か

ら翌日午

前９時ま

で 

午前１時

１５分か

ら午前２

時１５分

まで 

２日分

の日給

を支給

する 

医学部附

属病院総

合周産期

母子医療

センター

に勤務す

る医員の

うち、医

学部附属

病院長が

指定する

者 

４ 週

間 

医学部

附属病

院長が

指定す

る１２

の１日

勤務日 

午前８時

３０分か

ら午後５

時１５分

まで 

正午から

午後１時

まで 

 

午後４時

３０分か

ら翌日午

前９時ま

で 

午前１時

１５分か

ら午前２

時１５分

まで 

２日分

の日給

を支給

する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

   

      

医学部附

属病院集

中治療部

に勤務す

る医員の

４ 週

間 

医学部

附属病

院長が

指定す

る８の

午前８時

３０分か

ら午後５

時１５分

まで 

正午から

午後１時

まで 

 

 

 

別表第６の２ 

有期雇用

教職員の

区分 

割り

振り 

単位

期間 

休日 始業及び

終業の時

刻 

休憩時間 備考 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

医学部附

属病院総

合周産期

母子医療

センター

に勤務す

る医員の

うち、医

学部附属

病院長が

指定する

者 

４ 週

間 

医学部

附属病

院長が

指定す

る１６

の１日

勤務日 

午前８時

３０分か

ら午後５

時１５分

まで 

正午から

午後１時

まで 

 

午後４時

３０分か

ら翌日午

前９時ま

で 

午前１時

１５分か

ら午前２

時１５分

まで 

２日分

の日給

を支給

する 

      

    

 

 

 

 

  

（同 左） 

（略） （同 左） 

（同 左） 



改    正    前 改    正    後 

うち、医

学部附属

病院長が

指定する

者 

１日勤

務日 

午前８時

３０分か

ら翌日午

前２時ま

で 

正午から

午後１時

まで 

午後１０

時から午

後１１時

まで 

２日分

の日給

を支給

する 

医学部附

属病院集

中治療部

に勤務す

る医員の

うち、医

学部附属

病院長が

指定する

者 

４ 週

間 

医学部

附属病

院長が

指定す

る１２

の１日

勤務日 

午前８時

３０分か

ら午後５

時１５分

まで 

正午から

午後１時

まで 

 

午前８時

３０分か

ら翌日午

前２時ま

で 

正午から

午後１時

まで 

午後１０

時から午

後１１時

まで 

２日分

の日給

を支給

する 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

別表第７ （略） 

別表第８ （略） 

別表第９ （略） 

別表第１０（略） 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

医学部附

属病院集

中治療部

に勤務す

る医員の

うち、医

学部附属

病院長が

指定する

者 

４ 週

間 
医学部

附属病

院長が

指定す

る１６

の１日

勤務日 

午前８時

３０分か

ら午後５

時１５分

まで 

正午から

午後１時

まで 

 

午前８時

３０分か

ら翌日午

前２時ま

で 

正午から

午後１時

まで 

午後１０

時から午

後１１時

まで 

２日分

の日給

を支給

する 

別表第７ （同 左） 

別表第８ （別 添） 

別表第９ （別 添） 

別表第１０（同 左） 

（同 左） 



別表第８ 

１週間の

勤務日数 

雇用月 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

５日又は

４日 

１０日 １０日 １０日 １０日 １０日 １０日 ８日 ７日 ６日 ４日 ３日 １日 

３日 ５日 ５日 ５日 ５日 ５日 ５日 ４日 ３日 ３日 ２日 １日 １日 

※ ６月を超える契約期間が定められているものに適用する。 

別表第９ 

１週間の

勤務日数 

雇用の日から起算した継続勤務期間 

１年以下 １年を超え２

年以下の年数 

２年を超え３

年以下の年数 

３年を超え４

年以下の年数 

４年を超え５

年以下の年数 

５年を超える

年数 

５日又は

４日 

１１日 １２日 １４日 １６日 １８日 ２０日 

３日 ６日 ６日 ８日 ９日 １０日 １１日 

 


